
秩父市後付け安全運転支援装置設置助成制度　Q＆A 

 質問 回答

 土日、祝日でも申請できま

すか？

申請書の受付は、市役所の開庁日のみで

す。土日、祝日、年末年始の閉庁日は、受付で

きませんのでご注意ください。 

 

また、受付時間は、開庁日の午前８時３０分

から午後５時１５分までとさせていただきま

す。ご了承ください。

 申請書類は、どこでもらえ

ますか？

市役所本庁舎２階の市民生活課の窓口又

は各支所の窓口で配布するほか、市ホームペ

ージから印刷することもできます。

 市内の各公民館でも申請

できますか？

公民館での申請受付はできませんのでご

了承ください。

 申請書は、代理の人に提出

してもらっても良いです

か？

申請書は、家族や販売・設置事業所など代

理の方がご提出いただいても結構です。 

ただし、申請者は補助対象者に限ります。

 申請をするのは、安全装置

を設置する前ですか？ 

設置した後ですか？

設置販売事業者に依頼して安全装置を設

置した後、書類をそろえて申請してください。

 安全装置を設置した後申請

までの期限はありますか？

期限はありませんが、令和６年４月１日以降

に設置したものに限ります。

 補助金の算出方法は？ 補助金額は、安全装置本体、部品、取付工

賃の総額（消費税込み）の１/２以内の額で、 

１，０００円未満の端数を切り捨て、上限２５，０００

円です。 

修理や点検等の別の費用は含めないでく

ださい。 

 

例①　：総額４５，０００円の場合 

　　　４５，０００円×１/２＝２２，５００円 

　　　⇒補助金額２２，０００円 

 

例②　：総額５０，０００円の場合 

　　　５０，０００円×１/２＝２５，０００円 

　　　⇒補助金額２５，０００円



 ６５歳以上で自ら使用する

自動車に設置したのです

が、自分が営む会社名義の

自動車です。補助対象には

なりますか？

本補助制度では、設置日時点で満６５歳以

上であっても「非営利かつ自ら使用する自動

車に設置した」ことが要件ですので、事業用

の会社の自動車に設置した場合は補助対象

になりません。 

車検証の「自家用・事業用の別」欄に「自家

用」と記載されている車が対象です。

 所有者は６５歳以上の人で

すが、実際には６５歳未満の

子どもが自動車を使用して

います。安全装置を設置す

ると補助対象になります

か？

本補助制度では、「６５歳以上の人が、非営

利かつ自ら使用する自動車に設置した」こと

が要件です。申請者以外の人が使用する場合

は、補助対象にはなりません。 

車検証の使用者欄に申請者の名前が記載

されている必要があります。

 軽トラックに安全装置を設

置したのですが、補助対象

になりますか？

貨物車も対象となります。非営利で使用す

る自家用の自動車であれば、車検証の「用

途」欄の「乗用」と「貨物」の区分はありませ

ん。 

営利目的で使用している貨物車は対象に

はなりません。

 補助金を受け取った後、秩

父市外へ転出することにな

ってしまいまししたが、補助

金は返還となりますか？

申請日に秩父市に住民票があり、設置日時

点で満６５歳以上等の要件をすべて満たす個

人であれば、対象になります。

 現在は市外に住んでいます

が、近々、秩父市内に引っ越

します。安全装置設置の補

助対象になりますか？

申請日に秩父市に住民票があり、設置日時

点で６５歳以上等の要件をすべて満たす個人

であれば、対象なります。

 添付書類「車検証の写し」

は、所有者や使用者が申請

者本人の名前ではありませ

んが、申請できますか？

車検証の使用者の欄に、申請者本人の名前

が記載されていなければ対象者になりませ

ん。なお、所有者は、申請者本人に限定してい

ませんので、別の人の名義でも構いません。 

本補助制度では、「満６５歳以上の人が、非営

利かつ自ら使用する自動車に設置した」こと

が要件です。

 添付書類「自動車運転免許

証の写し」は、表面だけでよ

いですか？

原則表面だけで結構です。ただし、裏面に

住所、名前等の変更内容が記載されている場

合は、裏面の写しもご提出ください。



 添付書類「設置販売事業者

が発行する安全装置の名

称、設置費の内訳、設置日

が確認できる書類の写し」

は、どのようなものです

か？

設置の際に設置販売事業者が発行する「納

品・請求書」や「作業指示書」等で、左記内容

が記載されている書類のことです。 

販売・設置事業者に上記のような書類がない

場合等は、市の参考様式「販売・設置証明書」

を使用して、販売・設置事業者に記入・押印を

依頼し、添付してください。 

販売・設置事業者におかれましては、記入・押

印のご協力をお願いします。証明者は店長

（営業所長）名でご記入いただき、私印では

なく社印を押印してください。

 「交付申請者兼実績報告

書」は、代筆でも良いです

か？または、パソコンで入

力しても良いですか？

申請者の意思を確認するため、また、同意

事項を確認するため、様式内の署名は、必ず

申請者本人が記入してください。その他の部

分は、代筆やパソコン入力でも構いません。


